
三芳水道企業団公告第 2 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量 210,000ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 20 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 



三芳水道企業団公告第 3 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素 12％)１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量 89,000ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 25 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 



三芳水道企業団公告第 4 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素 6％)１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量 23,000ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 30 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 



三芳水道企業団公告第 5 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  水酸化ナトリウム１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量 170,000ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 35 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 



三芳水道企業団公告第 6 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  硫酸１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量 46,000ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 40 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 



三芳水道企業団公告第 7 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  粉末活性炭（ウェット）１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量 20,000ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 45 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 



三芳水道企業団公告第 8 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  粉末活性炭（ドライ）１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量 10,000ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 50 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 



三芳水道企業団公告第 9 号 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施する。 

 

令和４年２月１０日 

三芳水道企業団 

企業長 金 丸 謙 一 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 契 約 の 種 類  物品供給 

⑵ 物 品 名  硫酸銅１ｋｇ単価 

⑶ 納 入 場 所  仕様書に定める場所 

⑷ 業 務 概 要  年間予定使用量  900ｋｇ 

⑸ 納 入 期 間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 

⑵ 令和３・４年度三芳水道企業団入札参加資格を有する者で，「浄水用薬品」に入札参加

を希望するものであること。 

⑶ 本件入札の公告日から入札までの間において，三芳水道企業団建設工事請負業者等指

名停止措置要領の指名停止措置を受けていない者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生又は再生手続開始の申し立てがなされている者については，手続開始

の決定を受け，かつ，手続開始決定後の三芳水道企業団の入札参加資格の再認定手続を

完了していること。 

 

３ 入札参加資格の確認申請 

⑴ 要領等配布期間  令和４年２月１０日から 令和４年２月２５日まで（紙ベ

ースの配付は，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 要領等配布場所  三芳水道企業団事務所及び三芳水道企業団 Web サイト 

⑶ 申請書提出期限  令和４年２月２５日 午後 5 時 

⑷ 申請書提出場所  三芳水道企業団事務所 

⑸ 申請書提出方法  本人（法人にあっては，その代表者）又はその代理人の持

参，若しくは，一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送



とする。 

⑹ 申請書提出部数  １部（申請書類が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じる

こと。） 

⑺ 確認結果の通知  各申請者に対し，令和４年３月４日までにファクシミリで

通知する。 

⑻ そ の 他  ① 本件入札の参加資格要件を満たしているものであって

も，この申請による資格確認手続を経ていない者は，本

件入札に参加することができない。 

② 入札参加資格確認の結果，参加資格がないとされた者

は，その理由の説明を求めることができる。 

 

４ 設計図書等 

⑴ 貸出・閲覧期間  令和４年２月１０日から 令和４年３月１１日まで（土曜

日，日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 貸出・閲覧場所  三芳水道企業団事務所及びインターネット上のリンク先 

⑶ そ の 他  ①  インターネットのリンク先は⑷のとおりである。 

②  紙面での設計図書等は，部数に限りがあるので，閲覧

又は貸し出しが可能かどうか事前に確認すること。 

 紙面若しくは，データ形式での閲覧や貸出を希望する

場合は，設計図書等貸出・閲覧申請書を持参すること。 

 なお，インターネットのリンク先からダウンロードす

る場合は必要ないこと。 

③  設計図書等は，紙面及び PDF 形式で保存したデータ

で用意があるが，PDF 形式で保存したデータは貸し出

しをせず事務所で，申請者が持参するノートパソコン等

へのコピーとする。 

④  紙面による設計図書等の貸出時間は，期間中の各日

（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後

５時までとし，貸出期間は，貸し出した日を含め最長２

日間（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）とする。 

⑤  設計図書等の閲覧時間は，期間中の各日（土曜日，日

曜日及び祝日を除く。）午前９時から午後５時までとす

る。 

⑥  現場説明会は，実施しない。 

 

 



⑷ インターネットリンク先 

※当企業団ホームページ（https://miyoshisuido.jp/）から直接，インターネットエクス

プローラー等でアクセスしてください。ダウンロードできない場合は，三芳水道企業団

総務係契約担当にお問い合わせください。 

 
５ 質問 

⑴ 期 間 令和４年２月１０日から令和４年３月４日まで 

⑵ その他 物品供給の内容について不明な点は担当者と必ず協議をし，本案件の内

容について十分な理解を得ること。 

なお質問については，原則電子メールで送付するものとし，当企業団か

らの回答も同様であること。 

 

６ 入札及び開札の日時，場所，方法等 

⑴ 入 札 の 方 法 等   入札は郵便入札によるものとし，送付方法は一般書留郵

便又は簡易書留郵便による郵送とする。なお，複数の物品

の入札に参加する場合は，物品ごとに入札書及び誓約書を

作成し，提出すること。また，同日締切にかかる入札書を

複数郵送する場合は，物品毎に封緘し，それを纏めて一般

書留郵便又は簡易書留郵便による郵送としても可とする。 

⑵ 入 札 書 の 送 付 先  〒294-0045 

千葉県館山市北条１１４５番地の１ 

三芳水道企業団 総務係 

⑶ 入札書の到達期限  令和４年３月１０日（木）午後５時００分 

⑷ 入 札 の 回 数  １回 

⑸ 入 札 の 日 時  令和４年３月１１日（金）午前 10 時 55 分 

⑹ 入 札 の 場 所  館山市役所２号館２階会議室 

⑺ 開 札 の 日 時  入札後直ちに行う。 

⑻ 開 札 の 場 所  入札の場所と同じ。 

⑼ 入 札 保 証 金  免除する。 

⑽ そ の 他  ①  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは，小数点以下

2 位までとし，小数点以下第 2 位以下は切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので，入札者は，消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事



業者であるかを問わず，契約を希望する金額の１１０分

の１００に相当する額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは，小数点以下 2 位までとし，小数点以下第 2

位以下は切り捨てるものとする。）を入札書に記載する

こと。 

②  入札金額には，運搬費や濃度調整にかかる経費等の諸

経費を含めること。 

③  公正な入札を行うことの誓約書を提出すること。誓約

書は，入札書毎に添付すること。 

④  入札参加資格確認手続終了後，入札資格があるとされ

た者が入札に参加しないこととなったときは，入札辞退

書を提出すること。 

⑤ 入札書，委任状，誓約書及び入札辞退書の様式は，別に

示す様式とする。 

⑥  三芳水道企業団建設工事等郵便入札実施要領に定め

られた規定に違反したものの入札は無効とする。 

⑦  本件入札の執行に関し，この公告に記載のない事項に

ついては，三芳水道企業団入札約款及び三芳水道企業団

建設工事等郵便入札実施要領による。 

 

７ 契約条件 

⑴ 契 約 保 証 金  無 

⑵ 前 払 金 の 有 無  無 

⑶ 部 分 払 の 有 無  無 

⑷ そ の 他  本件業務の物品契約に係る契約条項に関し，この公告に記

載のない事項については，三芳水道企業団物品契約約款に

よる。 

 

８ 留意事項 

⑴ 参加希望者がない場合を除き，入札は執行するものとする。 

 ⑵ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の作成に要する費用は，申請者の負担とする。 

 ⑶ 提出された入札参加資格確認申請書及び添付書類は，返還しない。 

 ⑷ 入札終了前においては，入札参加資格確認申請書を提出した者の名簿及び当該申請に

係る審査結果一覧表は，公表しない。 

 ⑸ 本要綱及び各様式については，三芳水道企業団 Web サイト https://miyoshisuido.jp/

からダウンロードできるので，利用すること。 



 ダウンロードできる環境がない業者にあっては配布することができるので，三芳水道企

業団契約担当まで申し出ること。 

 ⑹ この公告に定めるもののほか，本件入札の執行及び物品契約の締結に関しては，三芳

水道企業団会計規程の定めるところによる。 

 

９ 問い合わせ先 

（契約担当） 

三芳水道企業団総務係 

千葉県館山市北条 1145 番地の 1（〒294-0045） 

TEL：0470-28-5357 

FAX：0470-22-2220 

E-mail：pww_344@awa.or.jp 

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

（設計内容） 

三芳水道企業団浄水班 

千葉県館山市作名 570 番地の 1（〒294-0029） 

TEL：0470-22-3097 

FAX：0470-22-3107 

E-mail：sakuna@awa.or.jp  

URL：https://miyoshisuido.jp/ 

 


